
（１）　令和２年８月１日　　   神 田 青 色 だ よ り　� 　   　　　　  第507号

〒
101–

0054 

千
代
田
区
神
田
錦
町
３
の
17
の
２

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

（
３
２
９
１
） 

８
３
０
６

     
神
田
青
色
申
告
会

　
　
　
　
　
　
　

発
行
責
任
者　

角
谷
幸
男

　
　
　
　
　
　
　

編
集
責
任
者　

後
藤　

寧ホームページ http://www.kanda-aoiro.or.jp/

着
任
の
御
挨
拶
　
　
　
　

　
　
　
　
神
田
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
田
　
直
嗣

　

残
暑
の
候
、
一
般
社
団
法
人
神

田
青
色
申
告
会
の
皆
様
方
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
益
々
御
清
祥
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
東
京
国

税
局
情
報
シ
ス
テ
ム
監
理
官
か
ら

転
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た
梅
田
で

ご
ざ
い
ま
す
。
前
任
の
川
手
署
長

同
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
こ
の
度
の
熊
本
県

を
は
じ
め
各
地
の
豪
雨
災
害
で
被

災
さ
れ
た
皆
様
及
び
地
元
が
被
災

さ
れ
た
皆
様
方
に
謹
ん
で
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

一
日
も
早
い
復
旧
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
」
と

い
う
。）の
影
響
を
受
け
ら
れ
て
い

る
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
夜
、
最

前
線
で
新
型
コ
ロ
ナ
の
治
療
や
看

護
に
力
を
尽
く
さ
れ
て
い
る
医
療

関
係
者
の
皆
様
に
は
心
よ
り
感
謝

と
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

改
め
ま
し
て
、
一
般
社
団
法
人

神
田
青
色
申
告
会
の
皆
様
方
に
は
、

平
素
か
ら
税
務
行
政
の
円
滑
な
運

営
に
対
し
ま
し
て
、
格
別
の
ご
理

解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
会
は
、
健
全
な
納
税
者
団
体

と
し
て
長
年
に
わ
た
り
青
色
申
告

制
度
の
普
及
・
育
成
を
通
じ
て
、

「
申
告
納
税
制
度
の
健
全
な
発

展
」
と
「
納
税
道
義
の
高
揚
」
に

努
め
ら
れ
、
地
域
社
会
に
密
着
し

た
幅
広
い
事
業
活
動
を
積
極
的
に

展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
会
員
の

皆
様
に
対
す
る
記
帳
指
導
、
税
知

識
の
普
及
及
び
各
種
説
明
会
な
ど

の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、

税
務
行
政
に
対
し
ま
し
て
多
大
な

貢
献
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

角
谷
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び

に
会
員
の
皆
様
方
の
御
尽
力
に
対

し
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も

に
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

特
に
、本
年
の
確
定
申
告
で
は
、新

型
コ
ロ
ナ
の
拡
大
に
よ
る
申
告
期

限
等
の
延
長
や
納
税
の
猶
予
な
ど

の
納
税
緩
和
な
ど
を
行
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
周
知
・
広
報
な
ど

に
つ
い
て
皆
様
方
の
多
大
な
る
ご

協
力
を
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
10
月
に
導
入
し
た
消
費
税

率
の
引
上
げ
と
軽
減
税
率
制
度
に

つ
い
て
は
、
円
滑
な
実
施
と
定
着

に
向
け
、
区
分
経
理
に
関
す
る
記

帳
指
導
や
事
業
者
向
け
の
説
明
会

の
開
催
、
具
体
的
な
事
例
を
解
説

し
た
Ｑ
＆
Ａ
の
公
表
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
の
配
布
に
よ
る
周
知
・
広
報

や
個
別
の
相
談
等
、
会
員
皆
様
か

ら
た
く
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
対
応
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
今
回
、
多
く
の
事
業
者
の

方
が
軽
減
税
率
制
度
実
施
後
の
初

め
て
の
確
定
申
告
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
お
陰
様
で
概
ね
円
滑
に
行

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
後
も
、
取
引
ご
と
の
税
率

に
よ
り
区
分
経
理
を
行
う
な
ど
の

対
応
が
必
要
と
な
り
、
継
続
的
に

正
し
く
記
帳
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
２
年
分
以
降
の
確

定
申
告
は
、
65
万
円
の
青
色
申
告

特
別
控
除
の
適
用
要
件
に
「
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
又
は
電
子
帳

簿
保
存
」
が
追
加
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
契
機
と
し
て
、
貴

会
の
皆
様
方
と
連
携
し
な
が
ら
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
た
記
帳
や
申
告

の
一
層
の
普
及
と
定
着
に
向
け

た
施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
の
で
、
更
な
る
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の

利
用
拡
大
並
び
に
広
報
等
の
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
願
い
ば
か
り
と
な
り
ま
し
た

が
、
今
後
と
も
充
実
し
た
会
活
動

を
展
開
さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご
期
待

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
神
田

税
務
署
と
し
て
も
最
大
限
の
ご
協

力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法

人
神
田
青
色
申
告
会
の
益
々
の
御

発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
御
健

勝
並
び
に
事
業
の
御
繁
栄
を
心

か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私

の
着
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

神
田
税
務
署
　
幹
部
職
員
紹
介

（
敬
称
略
）

署　

長 

梅
田　

直
嗣

副
署
長（
個
人
担
当
） 

門
田　

幸
夫

副
署
長（
法
務
担
当
） 

今
村　

雄
大

副
署
長（
法
調
担
当
） 

三
浦　

淳
悦

副
署
長（
総
人
担
当
） 

青
山　
　

裕

総
務
課
長　
　
　

 

城
戸
鈴
依
子

個
人
課
税
統
括
官 

肥
後　

寿
久

資
産
課
税
統
括
官　

 

井
上　

林
洋

評
価
専
門
官　
　
　

 

高
橋　

和
良

総
務
課
長
補
佐　
　

 

小
嶋　

健
司

個
人
１
上
席
調
査
官 

吉
岡　

毅
人

一般社団
法人

2020年8月507号.indd   1 2020/08/24   8:43



第507号　　　　　　　　 　  神 田 青 色 だ よ り  　�令和２月年８月１日　（２）

新型コロナウィルス関連の給付金のご案内
持続化給付金の申請は令和３年１月15日(金)までです。
申請できる方
　令和２年１月から12月までのひと月の売上が、新型コロナウィルスの影響により、前年同月比50％
以上減少している事業者。今後も事業を継続する意思がある事業者。
※減少金額により最大100万円の給付金が受けられます。
申請手続き
　オンラインによる申請となります。持続化給付金のページからメールアドレス等を登録しマイペー
ジを作成し申請を行います。登録するメールアドレスはスマートフォン等のアドレスでも構いません。
（オンライン申請ができない方は予約の上サポート会場を利用）
必要書類
　①令和元年分所得税確定申告書　
　②青色申告決算書（ｅ－Ｔａｘで申告を行った方は、メール詳細等送信したことが確認できる書類）
　③令和２年の売り上げが減少した月の売上元帳
　④本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）　⑤預金通帳
家賃支援給付金の申請について （売上減少の翌月から令和３年１月15日まで）
申請できる方
　令和２年５月から12月までのひと月の売上が、新型コロナウィルスの影響により、前年同月比50％
以上減少または連続する３か月の合計売上が前年同月比30％以上減少した事業者で土地 （地代・駐車
場）、建物の賃料を支払っている方。今後も事業を継続する意思費のある事業者。
※直近に支払った賃料の　２／３×６か月分　個人事業者の場合最大300万円の給付金が受けられます。
申請手続き
　オンラインによる申請となります。持続化給付金のページからメールアドレス等を登録しマイペー
ジを作成し申請を行います。登録するメールアドレスはスマートフォン等のアドレスでも構いません。
（オンライン申請ができない方は予約の上サポート会場を利用）
必要書類
　①令和元年分所得税確定申告書
　②青色申告決算書（ｅ－Ｔａｘで申告を行った方は、メール詳細等送信したことが確認できる書類）
　③ 令和２年の売り上げが減少した月の売上元帳
　④本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）　
　⑤預金通帳　　　⑥賃貸契約書
　⑦直近３か月分の賃料を支払ったことがわかる書類（預金通帳、振込みの控、領収書等）
東京都家賃支援給付金について
　国の家賃支援給付金を申請した方で東京都内に、事業所または住所がある方は東京都の家賃支援給
付金を申請することができます。
　申請には上記の書類に合わせまして、国から支給された家賃支援給付金の通知書が必要となります。
　給付金の額は　家賃÷１２×３（上限 93,750円）
　東京都「感染拡大防止徹底宣言ステッカー」の掲示にご協力ください。
　東京都では、新型コロナウィルス感染拡大防止の施策として、感染防止対策の実施について、業種
ごとのチェックシートを作成し、各店舗で防止策を徹底していただくようにお願いしております。内
容を確認し、チェック内容を満たしている場合は、「感染拡大防止徹底宣言ステッカー」を作成し（ホ
ームページよりダウンロード） 店頭に掲示するように呼び掛けております。チェック内容の確認、ス
テッカーの印刷は事務局でも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、８月３日
より実施されている「東京都営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金」（酒類を提供する飲食店、
カラオケ店で営業時間を22時までと短縮する）を申請する場合はステッカーを掲示していることが支
給要件となっております。

※ 事務局では各種給付金のご案内をしておりますので、申請をご希望の場合はお気軽にお問い合わせ
ください。
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